
チラシ有効期間︓R2（2020）.４.1〜R3（2021）.3.31県外からＵ・Ｉターン就職し、
賃貸住宅に住む若者の家賃等を補助します

新潟県柏崎市 Ｕ・Ｉターン促進住宅⽀援事業補助⾦
【対象者】以下のすべてを満たす方（主なもの抜粋）

【補助⾦交付時期】
毎年９月と３月に家賃納入証明書等を提出（実績報告）した後、数か月分がまとめて交付されます。
※月々の家賃を⽀払ったことを申請者⾃⾝が不動産業者等に証明を依頼し、柏崎市元気発信課に提出します。

【補助⾦額】
・家賃分…住宅⼿当等を除いた月額の1/3を最⻑２年間（上限月額１万5千円）
・賃貸住宅契約に係る費⽤…礼⾦、不動産取引⼿数料等の2/3（上限12万円）

※千円未満切捨て
※家賃分については、年度ごとの再申請が必要です。

【申請方法及び必要書類】
以下の必要書類を住⺠登録後１か月以内（３月に登録をした方については45
日以内）に柏崎市元気発信課に提出してください。
１ 申請書（別記第１号様式）
２ 雇⽤証明書（別記第２号様式）
３ 誓約書（別記第３号様式）
４ 世帯全員の住⺠票
５ 世帯全員の納税証明書（完納証明）※
６ 賃貸住宅契約書の写し及び賃貸住宅契約に係る費⽤が分かるものの写し
７ （個人事業主のみ）税務署に提出した開業・廃業等届出書の写し

※市税等の未納がないことを証明する書類です。前住所地の市・区役所、町・村役場で
取得できます。

補助⾦の申込み・問合せは、柏崎市元気発信課 ☎0257-21-2311 まで

※令和３（2021）年4月以降の補助⾦は、市の予算成⽴が前提であり、現段階で⽀給を確約するものではありません。
※本紙記載の内容は予告なく、変更する場合があります。
※申請が多数の場合は、受付を早期に締め切る場合があります。

□新潟県外から柏崎市内に転入した（転勤による転入は対象外）
□住⺠登録をした時点の年齢が３９歳以下
□申請時点で住⺠登録をした日から１か月以内（３月に登録をした方については４５日以内）
□柏崎市内の⺠間賃貸住宅に居住している。

（公営住宅・社宅・事業所の寮・親族経営のものなどを除く。）
□①または②に該当する。

①柏崎市内の企業等に１年以上の雇⽤期間が⾒込まれる。
②個人事業主として柏崎市に定住する。

□勤務先の人事異動等により、柏崎市外へ転出する⾒込みがない。
□国家公務員または地方公務員でない。
□新潟県及び市の移住定住促進の取組（移住後のアンケート等）に協⼒できる。

詳細はQRコード
をスキャンし、
ホームページを
御覧ください。

柏崎市ホームページ

最大で
合計４８万円︕


